
第　４　号

　　　令和６年度熊本県病院事業会計補正予算（第１号）

　（総　則）

第１条　令和６年度熊本県病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

　よる。

　（資本的収入及び支出）

第２条  令和６年度熊本県病院事業会計予算（以下「予算」という。）第４条本文括弧

書中「373,099千円」を「374,047千円」に、「222,399千円」を「223,347千円」に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

第１款　資本的収入

第１項　企　業　債

第２項　補　助　金

第１款　資本的支出

第１項　建設改良費

　（積立金の目的外使用）

第３条  予算第５条に定めた積立金の目的外使用額「222,399千円」を「223,347千円」

に改める。

　（企業債）

第４条  予算第６条に定めた起債の限度額「13,000千円」を「26,000千円」に改める。

令和６年９月１１日提出

熊本県知事　木　村　敬　 

24,993千円 45,915千円20,922千円

17

0千円 6,974千円

　　　　（科　　目）　　　 （既決予定額）　 （補正予定額）     （　計　）

13,000千円

20,922千円

収　　　　　入

支　　　　　出

407,021千円

13,000千円 19,974千円 32,974千円

26,000千円13,000千円

386,099千円

6,974千円


